
阿賀野市条例第３５号 

   阿賀野市子育て支援施設設置条例の一部を改正する条例 

 阿賀野市子育て支援施設設置条例（平成２８年阿賀野市条例第２４号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条第１号中「昭和２２年法律第１６４号」の次に「。以下「法」という。」を加

え、同条第６号中「前号」を「前各号」に改め、同号を同条第７号とし、同号の前に次

の１号を加える。 

 (６) 法第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支援事業 

 第４条の見出しを「（利用できる者）」に改め、同条に次の２項を加える。 

２ 前条第１号に規定する一時預かり事業の利用を希望する児童の保護者は、規則で定

めるところにより、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。 

３ 前条第６号に規定する乳児等通園支援事業の利用を希望する乳児又は幼児の保護者

は、規則で定めるところにより、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

この場合において、当該保護者は、あらかじめ、子ども・子育て支援法第３０条の１

５第２項に規定する乳児等支援給付認定を受けるものとする。 

 第７条第１項ただし書を次のように改める。 

  ただし、次の各号に掲げる事業を利用する保護者は、別表に定める利用料を納付し

なければならない。 

 (１) 第３条第１号に規定する一時預かり事業 

 (２) 第３条第６号に規定する乳児等通園支援事業 

 第７条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項ただし書の場合において、市長は、必要と認めるときは、利用料を免除するこ

とができる。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表（第７条関係） 

事業 利用料 

第３条第１号に規定する一時預かり事

業 

４時間まで １時間当たり５００円 

４時間を超え

る場合 

２，０００円 

第３条第６号に規定する乳児等通園支

援事業 

１時間当たり３００円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か



ら施行する。  

 （乳児等通園支援事業の利用に関する準備行為） 

２ この条例による改正後の阿賀野市子育て支援施設設置条例（以下「新条例」という。）

第４条第３項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の新条例第３条

第６号の乳児等通園支援事業の利用に関し必要な行為は、この条例の施行の日前にお

いても行うことができる。 

 

 

 

 

 


